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序     文 

日本国政府は、エクアドル共和国政府の要請に基づき、同国の火山監視能力強化計画に係る調査を

実施することを決定し、国際協力機構（ＪＩＣＡ）がこの調査を実施することといたしました。 

ＪＩＣＡは、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成１６年１月１１日から同

年２月７日までの２８日間にわたり、ＪＩＣＡ社会開発強力部社会開発強力第二課課長代理 岩崎英二を団

長とする事前評価調査団を現地に派遣するとともに、同年２月２５日より３月３日には７日間にわたり、ＪＩＣ

Ａ社会開発強力部調査役 串田俊巳を団長とする実施協議調査団を現地に派遣しました。 

調査団は本件の背景を確認するとともに、エクアドル共和国政府の意向を聴取し、かつ現地踏査の結

果を踏まえ、本格調査に関する協議事録(Ｒ／Ｄ)に署名しました。 

本報告書は、これらの調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資するため

のものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 16 年 4 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 
理事 北原 悦男  
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第１章 実施協議の概要 

１－１ 実施協議調査団の派遣の経緯と目的 

エクアドル国は、アンデス山脈の山麓に位置し（首都であるキトは標高 2,800m）、トゥングラワ火山、コト

パキシ火山をはじめ、現在も噴火を続ける活動的火山が多く存在する。こうした火山の麓地域には多くの

人々が生活しており、火山災害の軽減はこの国の重要な課題の一つである。同国における防災体制は、

大統領の管轄下である国家安全保障会議に属する国家防災局をはじめ、国内 6 地方に設置された地域

防砂局、及び市長、警察、消防からなる 6 地域の自治体によって構成される。 

また、活動的火山のモニタリングは、同じく大統領の管轄下である国家教育審議会のもとに位置する国

立理工科学大学の地球物理研究所により実施されている。モニタリングは主に高周波の地震計ネットワ

ークを用いて進められ、このネットワークで噴火の前兆的現象と密接に関連した地震波が観測されるなど、

防災のためのデータが取得され、その得られたデータをもとに同研究所が防災レポートを作成し、防災局、

自治体等の関係機関へ定期的に発信されるという体制が組まれている。 

しかしながら、現在設置されている地震計は低周波のみをとらえるものであるため、火山活動の初期に

見られるゆっくりとした振動（微動）を観測することができず、噴火の予兆を十分に把握することができない。

こうした火山活動を正確に把握するため、長周波を観測することのできる地震計の導入と、それによって

得られる定量的なデータの分析、解析技術の導入が急務である。かかる状況に鑑み、エクアドル政府から

2002 年 7 月、火山微動地震分析に関する技術指導（専門家派遣、研修員受入）要請がなされた。 

 以上の経緯からプロジェクトの妥当性を確認し具体的な協力案を作成することを目的として、2004 年

1 月 11 日から 2 月 5 日の日程で事前評価調査を実施した。 

 当実施協議調査団は、先述の事前評価調査の結果をもとにプロジェクト実施に向けての最終的な調

査、確認を行い、Record of Discussions にそれをまとめた上で署名、交換を行うものである。 

１－２ 調査団の構成 

串田 俊巳 団長 JICA 社会開発協力部 調査役 

熊谷 博之 火山防災計画 
独立行政法人防災科学技術研究所固体地球研究部門 
主任研究員 

平尾 順平 協力企画 JICA 社会開発協力部 社会開発協力第二課 

樋口 安紀 通訳 財団法人 日本国際協力センター 
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１－３ 調査日程 

（火山防災計画団員については、3月 17日まで現地踏査を実施） 

１－４ 主要面談者 

外務省 国際協力庁(IECI) Juan Diego Stacey 長官 (Executive Director) 

    Miguel Mendex Rueda 次長 （Sub director） 

国立理工科大学    Alfonso Espinosa 学長 

地球物理学研究所  Hugo Yepes A.所長 

サンゴルキ郡 ルミニャブイ市 Marcelo Ayala B 市長 

キト市 ロス チョリジョス区 Jose Maria Laso 区長 

国家防災局   Jose Grijalva 局長 (General Director of National Civil Defence) 

    Marco Rivera 氏 

在エクアドル日本大使館  中野 雅彦  二等書記官 

1 25.Feb 木 エクアドル着 

2 26.Feb 金 

10:00 在エクアドル日本大使館表敬訪問 

11:00 地球物理学研究所訪問・打合せ 

14:30 外務省援助庁表敬 

16:00 国立理工科大学学長表敬訪問 

16:30 地球物理学研究所訪問・打合せ 

3 27.Feb 土 
9:00～19:00 

コトパキシ山、トゥングラワ山、バニョス市視察 

4 28.Feb 日 R/D ドラフト作成作業等 

5 1. Mar 月 
9:00 R/D ドラフトに関する協議（地球物理学研究所） 

16:00 地方自治体等の訪問 

6 2. Mar 火 

9:30 地球物理学研究所にて打合せ 

13:30 国家防災局表敬訪問 

15:00 R/D 署名・交換 

16:30 在エクアドル日本大使館訪問 報告 

7 3. Mar 水 エクアドル発  
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第２章 実施協議結果 

２－１ プロジェクト概要 

（１） プロジェクト名: エクアドル火山監視能力強化プロジェクト 

（Enhancement of the volcano monitoring capacity in Ecuador ） 

（２） 上位目標 

「エクアドルにおける火山災害軽減能力が向上する」 

（３） プロジェクト目標 

「コトパキシ火山及びトゥングラワ火山における火山監視能力が向上する」 

〔指標〕  

地球物理学研究所が各防災関係機関に提供する火山活動レポートの質が向上する。 

（４） 成果 

1) コトパキシ火山及びトゥングラワ火山において長周期地震波データを含む火山活動に関する

データがリアルタイムで取得できるよう地球物理研究所の能力が改善する。 

2) 長周期地震波のデータを含む火山活動データが適正に処理、蓄積されるよう地球物理研究

所の能力が改善する。 

3) 地球物理研究所の噴火活動に関連する火山活動の解析能力が高まる。 

 解析結果が適切に火山活動レポートに反映される。 

4) 地球物理研究所が発信する火山情報が防災関係機関に理解され効率的に利用される。 

（５） 活動 

1-1 観測機材を設置する。 

1-2 観測機材を適正に維持する。 

1-3 観測機材を適正に操作する。 

2-1 長周期地震波を含むデータ処理が可能なソフトを開発する。 

2-2 データ処理ソフトを運用する訓練を行う。 

2-3 処理されたデータの集計、蓄積を行う。 

3-1 データ解析の訓練を行う。 

3-2 データ解析に基づき火山活動の解釈する。 

4-1 火山活動レポートの改善点を明らかにする。 
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4-2 火山活動レポートを改善する。 

5-1 火山活動レポートを受信する防災関係機関に対して理解促進を目的とした研修を行う。 

5-2 火山災害軽減の改善点を明らかにする。 

 

（６） 投入(日本側) 

総費用 

i) 短期専門家 － 地震観測、地震解析、火山防災 

ii) 研修員受入 

iii) 機材 

  帯域地震計と記録計（11 セット） 

  空振計（10 セット） 

  テレメーターシステム 

  データ処理システム 

  車輌（１台） 

（７） 投入(エクアドル側) 

i) カウンターパート－地震観測・解析研究員、機材担当技官 

ii) 副カウンターパート－地震観測・解析研究員及び技官 

iii) 施設・機材 

iv) ローカルコスト 

 

２－２ プロジェクト実施体制 

エクアドル側は、地球物理研究所所長がプロジェクトダイレクターとして任命された。同研究所の人数が

少ないことからプロジェクトマネジャーは配置しないこととした。 

２－３ プロジェクト評価 

プロジェクト評価をプロジェクト中間期及びプロジェクト終了 6 ヶ月前に、日本・エクアドル双方で実施す

ることとした。 

２－４ プロジェクト実施期間 

本協力を 2004 年 5 月から 3 年間にわたって実施することとした。 
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第 1 章 事前評価調査団の概要 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

エクアドル国は、アンデス山脈の山麓に位置し（首都であるキトは標高 2,800m）、トゥングラワ火山、コト

パキシ火山をはじめ、現在も噴火を続ける活動的火山が多く存在する。こうした火山の麓地域には多くの

人々が生活しており、火山災害の軽減はこの国の重要な課題の一つである。 

同国における防災体制は、大統領の管轄下である国家安全保障会議に属する国家防災局をはじめ、

国内 6 地方に設置された地域防災局、及び市長、警察、消防からなる 6 地域の自治体によって構成され

る。また、活動的火山のモニタリングは、同じく大統領の管轄下である国家教育審議会のもとに位置する

国立理工科学大学の地球物理研究所により実施されている。モニタリングは主に高周波の地震計ネット

ワークを用いて進められ、このネットワークで噴火の前兆的現象と密接に関連した地震波が観測されるな

ど、防災のためのデータが取得され、その得られたデータをもとに同研究所が防災レポートを作成し、防

災局、自治体等の関係機関へ定期的に発信されるという体制が組まれている。 

しかしながら、現在設置されている地震計は短周期地震のみをとらえるものであるため、火山活動の初

期に見られるゆっくりとした振動（微動）を観測することができず、噴火の予兆を十分に把握することができ

ない。こうした火山活動を正確に把握するため、長周期を観測することのできる地震計の導入と、それによ

って得られる定量的なデータの分析、解析技術の導入が急務である。 

かかる状況に鑑み、エクアドル政府から 2002 年 7 月、火山微動地震分析に関する技術協力プロジェク

トの要請がなされた。この要請を受け、立ち上げ専門家が 2003 年 5 月に派遣された。 

 以上の経緯からプロジェクトの妥当性を確認し具体的な協力案を作成することを目的として事前評価

調査を行う。 
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１－２ 調査団の構成 

(1) 総括 岩崎英二 

JICA 社会開発協力部社会開発協力第二課課長代理 

 Leader Mr. Eiji IWASAKI 

Deputy director, Second Technical Cooperation Division, 

Social Development, Cooperation Department, JICA 

(2) 火山防災計画 熊谷博之 

防災科学技術研究所固体地球研究部門主任研究員 

 Volcanic Disaster 

Prevention Planning 

Dr. Hiroyuki KUMAGAI 

Senior Researcher, National Research Institute for Earth Science 

and Disaster Prevention 

(3) 火山観測機材計画 坂本豊実 

日本気象協会首都圏支社調査部技師 

 Volcanic Observation 

Equipment Planning 

Mr. Toyomi SAKAMOTO 

Engineer, Research Department, Japan Weather Association 

(4) 通訳 吉川敦子 

日本国際協力センター研修監理部研修監理員室研修監理員 

 Interpretation Ms. Atsuko YOSHIKAWA 

Training Coordinator, Japan International Cooperation Center 

(5) 協力企画 小林実 

JICA 社会開発協力部社会開発協力第二課職員 

 Cooperation Planning Mr. Minoru KOBAYASHI 

Staff, Second Technical Cooperation Division, Social 

Development Cooperation Department, JICA 
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１－３ 調査日程 

日順 月日 曜日 日程 備考 

1 1/11 日 成田 17:05発→ヒューストン 13:45着、ヒューストン 16:00発→キト 22:13着 CO006 
CO1209 

2 1/12 月 
10:00  在エクアドル日本大使館表敬 
11:00  外務省国際協力庁表敬 
15:00  防災局表敬及び協議 

 

3 1/13 火 10:00～17:00 地球物理研究所表敬及び協議（於地球物理学研究所）  

4 1/14 水 10:00～18:30 地球物理研究所、防災局との協議（於地球物理学研究所）  

5 1/15 木 

10:00 地球物理研究所グアダルペ観測基地状況調査 
11:00 バニョス市長表敬及び防災関係者との協議 
11:30 街頭警報装置、サンタ・アナ避難所、ヒドロヤゴーヤンダム視察 
14:30 土石流被災地視察 
15:00 広帯域地震計設置点(Juiv B)状況調査 

 

6 1/16 金 

09:45 ラタトゥンガ市土石流被災地（粉引き小屋）視察 
10:00 コトパキシ州防災局（ラタトゥンガ）表敬 
11:50 ラタトゥンガ市緊急避難所（メルセデスの聖女の丘）視察 
14:00 コトパキシ山土石流跡、火砕流跡視察 

 

7 1/17 土 資料整理  

8 1/18 日 資料整理  

9 1/19 月 10:00～18:00 地球物理研究所との協議（於地球物理学研究所）  

10 1/20 火 11:00～17:30 地球物理研究所との協議（於地球物理学研究所） 
19:30 ミニッツ署名（於在エクアドル日本国大使館特命全権大使公邸）  

11 1/21 水 

（岩崎、小林）キト 07：30発→（パナマシティー経由）→メキシコ 13：00着 
* 引き続きメキシコにて別案件の調査を実施 
10:00～17:00（熊谷、坂本、吉川）無線テレメータルートおよびテレメータ中継点の設備仕様に
関する協議（於地球物理学研究所） 

CM210 
 

12 1/22 木 10:00～18:00（熊谷）トゥングラワ火山の地震観測点の現地調査 
8:00～18:00（坂本、吉川）トゥングラワ火山周辺のテレメータルートの現地調査  

13 1/23 金 8:00～18:00（熊谷）トゥングラワ火山の地震観測点の現地調査 
8:00～18:00（坂本、吉川）コトパキシ火山周辺のテレメータルートの現地調査  

14 1/24 土 8:00～12:00（熊谷）トゥングラワ火山の地震観測点の現地調査／（坂本、吉川）資料整理  
15 1/25 日 資料整理  

16 1/26 月 （熊谷、坂本、吉川） 
10:00～18:00 現地調達機材（コンピュータ関係）の調査、La Hora（新聞社）の取材  

17 1/27 火 
（熊谷、坂本、吉川） 
10:00～14:00 トゥングラワ観測点およびテレメータルートの調査結果のとりまとめ、 
15:00～17:00 テレメータ用周波数利用に関する電気通信局へのヒアリング 

 

18 1/28 水 （熊谷、坂本、吉川） 
10:00～17:00 通関の手続きに関する調査ならびに通関業者へのヒアリング  

19 1/29 木 
（熊谷、坂本、吉川） 
10:00～12:00 現地調達機材（バッテリー関係）の調査、 
13:30～17:00 火山防災体制に関する Rivera氏へのヒアリング（於地球物理学研究所） 

 

20 1/30 金 
（熊谷、坂本、吉川） 
10:00～14:00 地震観測点の設備仕様に関する協議（於地球物理研究所）、 
15:00～17:00 報告書用原稿のとりまとめ 

 

21 1/31 土 (熊谷) 資料整理 
(坂本、吉川)キト 23:10発→(グアヤキル経由)→10:45発→ CO1209 

22 2/1 日 （熊谷） 資料整理 
（坂本、吉川）→ヒューストン 5:23着 ヒューストン 10:45発→ CO007 

23 2/2 月 （熊谷）10:00～18:00 コトパキシ火山の地震観測点に関する協議、既存広帯域地震データ（ト
ゥングラワ山）の収集及び調査 ／ （坂本、吉川）→成田 15：40着  

24 2/3 火 （熊谷）7:00～19:00 コトパキシ火山の地震観測点の現地調査  

25 2/4 水 （熊谷）10:00～18:00 コトパキシ観測点の調査とりまとめ、活動計画に関する協議（於地球物
理研究所）  

26 2/5 木 キト 23:10発→（グアヤキル経由）→ CO1209 

27 2/6 金 →ヒューストン 5:23着 ヒューストン 10:45発→ CO007 

28 2/7 土 →15:40着  
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１－４ 主要面談者 

(1) エクアドル側関係者 

1) 国際協力庁 

Juan Diego STACEY Executive Director: Emb. 

2) 国家防災局 

Ing. José Grijalva General Director of  National Civil Defence 

Ing. Marco Rivera Technical Department 

3) 国立理工科大学地球物理学部地球物理研究所 

Ing. Alfonso Espinoza Rector 

Ing. Hugo Yepes Director 

Dr. Minard L. Hall Vulcanologist 

Ing. Alexánder García Aristizábal Seismologist 

Ing. Claudia Indira Molina P. Seismologist 

Ing. Alexandra Alvarado Chief of the Seismology Area 

Ing. Wilson Enríquez Chief of the Technical Area 

4) トゥングラワ州関係者 

Mr. Hugo Pineda Mayor of Baños city 

Colonel. Mauro Rodríguez  

Mr. Javier Bermeo Coordinator of COE in Baños 

5) コトパキシ州関係者 

Major. Oswaldo Navas  

Councilor. William Rodríguez.  

 

(2) 日本側関係者 

1) 在エクアドル日本大使館 

平松 弘行 在エクアドル日本大使 

中野 雅彦 二等書記官 

2) JICA 関係者 

川添 浩正 企画調査員 
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第２章 プロジェクト実施の背景 

２－１ 一般経済・社会情勢 

エクアドル国では、独立以来、政情不安が続いている。1979 年に民政移管が行われたが、スペイン系

白人エリート層（人口の約 10％）の影響力が大きく、寡占的な政治経済構造に対する国民の不満が存在

し、政情不安の一因となっている。特に 1996 年以降は大統領が 5 人交替している。 

2002 年 10 月に実施された大統領選挙では過半数を得た候補者が無く、11 月 24 日に愛国社会党の

グティエレス候補（元軍人）と実業家のアルバロ・ノボア氏の決選投票が実施され、グティエレス候補が本

年１月 15 日に大統領に就任した。 

グティエレス政権は 5 つの軸からなる国家計画を発表。5 軸とは①汚職、刑罰逃れ、社会的不平等との

闘い、②貧困、失業との闘い、③競争力強化のための生産性向上、④市民、社会、法、食糧及び環境に

対する安全保障、⑤現代的エクアドルのための政治改革、一貫かつ実践的国際政策である。 

外交政策では、内政不干渉、民族自決、国家間の相互平等、軍縮支持などを基本方針とし、米、欧、

環太平洋諸国との関係強化に力を注いでいる。またアンデス共同体の加盟国として、アンデス・グループ

の政治的結束への努力も行っており、特にコロンビア、ヴェネズエラとは密接な関係を有している。また 98

年 10 月には、ペルーとの国境問題が解決し、両国間では今後、電力や石油、観光などの分野で協力を

行うとしている。 

コロンビアとの国境地域において、麻薬の不法栽培、難民・避難民の流入拡大とともに、コロンビアゲリ

ラの不法入国等が社会問題となっており、ノボア前大統領は「北部国境地域開発（社会福祉・予防代替

プログラム）」を策定し国際社会に支援を求めている。グティエレス新政権は、国境地域における軍隊の増

強を検討している。 

一般経済としては、物価高騰抑制のために前政権が打ち出した「通貨ドル化政策」が 2000 年 9 月に完

了し、旧通貨スクレは廃止されることとなった。これに伴い、中央銀行は通貨発行や国債引受業務等の金

融調整業務を実施する必要がなくなり、現在再建中である。 

他方、同国最大の輸出品である石油は、国家財政歳入の約 45％を生み出しており、99 年央の石油値

上がりは、深刻な社会経済問題の表面化を食い止めている反面、石油輸出収入に依存した同国経済の

問題点を浮き彫りにしている。 

２－２ エクアドルにおける火山概要 

エクアドルの中央部を貫くアンデスには数多くの火山が存在する（別添４）。ここには、現在も噴火活動

を続ける火山と歴史時代に噴火を起こした火山を合わせて 8 つの活動的な火山がある。また過去１万年

以内に噴火が知られている火山がさらに 9 つある（別添５）。 
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火山の噴火は火山周辺だけでなく、火山灰の降灰や大規模な土石流の発生などにより、広域に被害

をもたらす。1999 年 10 月から噴火活動を続けているトゥングラワ火山では、現在も火山灰噴火やマグマ噴

火を繰り返しており、さらに火砕流の発生が危惧されている。その山麓には国内外の観光客が訪れるバニ

ョスという温泉地があり、火砕流により 2 万人の住民が被害を受ける可能性がある。 

2002 年 11 月のレベンタドル火山の噴火では、60ｋｍ以上離れたエクアドルの首都であるキトに大量の

火山灰が降り積もり、空港が閉鎖されるなどの社会的な被害を受けた。また 1877 年のコトパキシの噴火で

は、山頂にある氷河が融け大規模な火砕流が発生した。現在この土石流堆積物の上に約 10 万の人が暮

らしており、コトパキシ火山が噴火した場合に予想される土石流による被害の脅威にさらされている。 

このように噴火は火山周辺の住民の人命を奪い、より広範囲の人々の生活基盤を脅かす。よって火山

防災・災害軽減は、この国にとって最も主要な課題の一つとなっている。 

２－３ 政府戦略 

２－３－１ 火山・防災に係る政府の政策及び計画 

エクアドルの火山を含む自然災害への対応は、国家安全保障法第 3 章により国家防災局が機

関として組織化を進めると法制化されている（別添６）。ここには、自然災害に対して行うべき行動と

して、防災・軽減・対応準備・対応・復旧のすべての段階が記述されているが、国家防災局はこれま

で災害への対応準備と対応に力を注いできた。 

しかしながら、自然災害が国家開発にブレーキをかけているという認識が企画局で 5～6 年前か

ら高まり、防災と軽減を強化する方向で、この 50～60 年代に作成された国家安全保障法の近代化

が進められている。 

また、2～3 年前に企画局がアンデス共同体銀行の支援を得て作成した「リスクマネージメントの

ためのプログラムとプロジェクトの戦略方針」において、活動的な火山に対する観測の強化・技術の

近代化・不足技術の補完を進めることの必要性が述べられた。このレポートは、現在の火山防災の

記述がなされていない国家開発計画を改定するために企画局により作成されたものであり、次期国

家開発計画には防災と軽減の強化を明確化させた火山防災の方針が示され、大統領令として発

令される予定となっている。 

さらに、昨年見直しがなされた国家防災局のマスタープランである「災害に対応するための国家

計画」に火山防災対応に関する計画が述べられており、この計画に関して大統領の署名が得られ

ている。 
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第３章 対象開発課題とその現状 

３－１ 火山・防災体制の現状 

３－１－１ エクアドルにおける火山・防災体制の概要 

エクアドルの国家防災システムは大統領をトップとし、国家安全保障委員会事務局、国内・国際

技術科学諮問委員会、国家防災局、国防省、警察、消防、州および市町村防災会議などから構成

され（別添７）、このシステムは次のように運用されている。 

国内・国際技術科学諮問委員会より火山の監視データに異常があるとみなされた場合に、国家

防災局ならびに関係する州および市町村防災会議に連絡がなされる。国内・国際技術科学諮問

委員会は様々な機関によって構成されているが（別添８）、火山に関してはその監視を行っている

国立理工科大学地球物理学研究所が実質的な役割を果たしている。 

緊急時には COE と呼ばれる緊急委員会が、国、州および市町村のレベルで災害の規模に応じ

て招集される。COE を招集するのは、国レベルでは国家防災局、州レベルでは州防災会議、市町

村レベルでは市町村防災会議である。COE の役割としては、状況の評価、とるべき対策の策定、住

民避難勧告、火山警戒警報レベル（別添９）の決定などである。 

州防災会議は、知事、州長官、州都の市長、州駐屯の国軍の代表者、州における警察の代表

者、教会代表、国家防災局の職員、マスコミなどによって構成されている。 

市町村防災会議は、市町村長、市町村政務長官、市駐屯の国軍の代表者、市町村における警

察の代表者、消防隊長、赤十字の長、教会代表などによって構成されている。 

これらの州および市町村防災会議のメンバーは COE の中心メンバーとなるとともに、災害の状況

に応じて関係する機関の代表者が COE に招集される。 

３－１－２ 関係機関の概要 

国家防災局は、国家安全保障法により法制化された防災に関する指揮・執行最高機関である。

2003 年のトータルの予算は 1,620 千 US ドルであり、人件費に 790 千 US ドル、オペレーションに 540

千 US ドル、緊急対応費に 290 千 US ドルが用いられた。 

さらに、この予算とは別にトゥングラワ火山のための緊急予算として 3,000 千 US ドルが組まれた。

この予算は国家防災局が窓口となり防災関係機関などに配分された（1,800 千 US ドルが執行済

み）。 

国家防災局は、調整部、企画部、研修部、技術部、各州の委員会と大きく分けることができる（別

添１０）。技術部に火山・地震、水理、地すべりの各部門があり、それぞれに担当者が 1 名いる。各

22 州におよそ 5 人ずつの職員が配置されており、州防災会議のメンバーを構成している。国家防
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災局の本部で 55 人、州全体で 106 人の職員が働いている。技術部の火山・地震の担当者は、国

立理工科大学地球物理研究所と連携をとり事態の把握に努めるとともに、非常事態のときの局長

の顧問となり、必要な助言を与えている。さらに被害が発生した場合は、その評価を各州の国家防

災局の職員とともに行う。各州に配置されている国家防災局の職員は自治体関係機関などと連携

をとり、防災計画の策定などを行っている。 

３－２ 火山監視体制の現状 

３－２－１ 国立理工科大学地球物理研究所の概要 

国立理工科大学地球物理研究所は、エクアドルにおいて火山監視を行っている唯一の機関で

ある。この研究所は、米国出身のホール博士の主導により 1976 年に国立理工科大学にできた火山

及び地震の研究グループを核として、1981 年に同大学に正式に設立された。 

この研究所は国内の火山及び地震の地球物理学的観測を積極的に進め、80～90 年代には国

内の実質的な火山及び地震監視の機関となっていた。その実績が認められ、2003 年 1 月に発行さ

れた大統領令 3593 により、エクアドルにおける正式な火山及び地震の監視機関に任命された（別

添１１）。 

また、同研究所は地球物理学的な手法だけでなく、地質学・岩石学・地球化学的な手法を通し

て、火山・地震のメカニズムの解明を進めている。 

さらに、国内の 10 の火山について地球物理研究所がハザードマップを作成しており、エクアドル

における火山防災に対しても役割を果たしている。 

３－２－２ 国立理工科大学地球物理研究所の組織体制及び予算について 

地球物理研究所が所属する国立理工科大学は、大統領の管轄下である国家教育審議会に属

する。地球物理研究所は火山・地震・機材・情報・事務の 5 つの部門から構成される（別添１２）。

ここでの火山部門と地震部門は、その研究手法により区別されており、前者が地質・岩石・地球化

学的手法、後者が地球物理的手法を用いており、火山監視は地震部門により行われている。 

機材部門は火山・地震観測のハード技術の支援、情報部門はデータの取得・処理に必要なソフ

ト技術の支援を行っている。 

これらの部門に総勢 51 人の職員と支援スタッフ（モニタリングを行う学生を含む）が働いている。 

研究所の予算の資金源は大きく 3 ヶ所あり、大統領府から直接予算、理工科大学からの予算、さ

らに独自マネージメント（防災情報提供サービスなどによる収入）による予算であり、ほぼそれぞれ

同じ比率（3 分の１づつ）となっている。2003 年度の予算は人件費を含め、およそ 670 千 US ドルで

ある。2002 年度と 2001 年度の予算は、それぞれ 346 千 US ドル、330 千 US ドルであった。 
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３－２－３ 地球物理研究所における火山監視体制と活動実績 

地球物理研究所は、エクアドルの 10 の火山の監視を行っている（別添４，５）。火山監視は基

本的には短周期の地震計のデータを用いているが、地面の変形を測定する傾斜計や土石流の検

出計も用いている。主な火山での観測機材の配置を別添１３に示す。 

観測データは無線のテレメータを用いてキトにある地球物理研究所までリアルタイムで送信され

ている。これらのデータの監視は、理工科大学の学生の支援を得て、昼夜を問わず行われている。 

観測データに変化が見られた場合は、監視を行っている学生から、2 週間ごとに変わる監視責任

者（研究員が担当）に連絡が行き、その変化の分析がなされた上で、必要に応じて所長への連絡な

どの処置が行われている。さらに必要と判断された場合に国家防災局の火山担当者へ連絡がなさ

れている。 

監視の結果はレポートとしてまとめられ、日・週・月・年の単位で国家防災局、自治体、マスコミ、

海外の関係機関などへファックス、電子メールを通して送られている（レポートの作成頻度は火山の

活動度によって変わる）。レポートを送っている機関のリストを別添１４に示す。また同時に地球物

理研究所のウエブサイト（http://www.igepn.edu.ec）にも火山活動レポートの情報が掲載されてい

る。  

３－３ 火山監視体制の課題と今後の計画 

３－３－１ 国立理工科大学地球物理研究所 

現在、地球物理研究所で火山の監視に使われているのは主に旧来型の短周期の地震計であり、

火山活動をモニターする上で重要となるマグマなどの流体の動きに伴うゆっくりとした現象や地面の

変形などを検出することができない。よってより高性能な地震計や、傾斜計、GPS といった地面の変

形を測定するためのセンサー、さらには火山ガスの測定装置や噴火を捉える空振計など、モニタリ

ング技術を向上させるための機材の増強が必要である。 

同時に得られたデータを解析しどのような現象が火山で発生しているかを把握するための解析・

解釈能力の向上を行い、それを火山活動レポートへ反映させせることが求められる。 

さらに、国家防災局および州防災会議との有機的な連携を深め、火山活動レポートおよびデー

タ解析結果の火山防災・災害軽減へのより有効な活用が求められる。 

また、エクアドル全土の火山監視については、地球物理研究所で数人程度の研究者と数人程度

の技術者しかいない。人手が足りずに学生の支援を得ている状況であり（学生が泊りがけで観測デ

ータのモニターを行っている）、火山監視のための人員の増強が必要である。 

３－４ プロジェクトサイトの火山防災・監視体制の概要 
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３－４－１ トゥングラワ火山 

現在、トゥングラワ火山には 8 台の短周期地震計、1 台の広帯域地震計、2 台の傾斜計が設置さ

れている。短周期地震計と傾斜計のデータは無線テレメータによりキトにある地球物理研究所にリ

アルタイムで送信されている。広帯域地震計のデータは、トゥングラワ火山の麓にあるグアダルペ観

測所に無線テレメータで送られている。 

これらのデータを用いて地震活動度の把握や震源位置の決定などがなされ、その結果に基づく

火山活動レポートが日・週・月・年の単位で作成され、自治体などの関係機関に送られている。 

グアダルペ観測所には 1 週間交代で地球物理研究所の研究者が駐在し、より詳細な火山の状

態把握に努めるとともに地元対応を行っている。 

自治体との連絡体制は無線、携帯および有線電話によってなされている。地元には火山の状態

を目視により観察を行っているボランティアの人たちがおり、国家防災局から貸与された無線を用い

て情報提供を行っている。現在 28 人のボランティアがいるが、国家防災局の無線の数が足らない

にもかからず、半数以上の人が自ら購入した無線を用いて協力している。これらの無線による情報

提供は、すべてのボランティアとグアダルペ観測所、さらにバニョスの市長および自治体関係者によ

って共有されている。毎朝 7 時にバニョス市長がグアダルペ観測所の研究者に連絡をとり、火山活

動についての報告を受ける。さらに毎夜 8 時に火山観測を行っているボランティア、グアダルペ観

測所、自治体関係者の間で無線を用いてその日の活動についての情報提供がなされる。また毎週

火曜日の昼 12 時にラジオ番組が設定されており、そこでは地元の人からの火山に関する質問にグ

アダルペ観測所の研究者が答えるという取り組みもなされている。 

バニョスには、地球物理研究所によって作成されたハザードマップに基づいて避難経路が設定さ

れている。それを示した地図のスペイン語と英語版が作成されており、地元住民および観光客に配

布されている。避難経路はバニョスの町の道路にも直接示されている。また非常事態を伝えるサイ

レンも町のなかに設置されている。さらに住民参加による避難訓練も行われている。 

３－４－２ コトパキシ火山 

コトパキシ火山には 7 台の短周期地震計、1 台の広帯域地震計、1 台の傾斜計が設置されており、

これらすべてのデータがキトの研究所まで無線テレメータにより送信されている。これらのデータを

用いて地震活動度の把握や震源位置の決定などがなされ、火山活動レポートが週・月・年の単位

で自治体などの関係機関に送られている。 

コトパキシ火山の前回の噴火は 1877 年であり、その時に山頂の氷河が融け大規模な土石流が

発生した。この土石流が流れ込む地域は先住民にとってはタブーとされてきたが、スペインなどのか

らの移住民がその危険性を知らずに住み始め、現在 10 万人の住民が土石流堆積物の上で暮らし

ている。 
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コトパキシ火山はこれまで比較的落ち着いた状態であったが、2001 年 12 月から地震活動が活発

化を始めた。現在まで噴火活動には至っていないが、地震活動の活発化は地元のみならず、間接

的に被害をうける可能性があるキトにおいても大きな関心を呼んでいる。 

この地震活動の活発化をうけ、地球物理研究所ではコトパキシ火山のハザードマップの改定を

行った。すでに改定作業は終了しておりその発行準備を進めている最中である。この改定されたハ

ザードマップはすでにコトパキシ火山周辺の自治体などの関係機関に送られている。このハザード

マップに基づき、コトパキシ州の国家防災局は、州都であるラタクンガ市街のより詳細なハザードマ

ップを地球物理研究所の協力を得て作成した。 

また、コトパキシ火山が噴火した場合の予想される災害およびそれへの対処を示したパンフレット

が国家防災局により作成されており、ラタクンガおよび周辺地域に配布されている。 

一方、コトパキシ火山を目視で観察している地元住民からの情報が、無線システムを用いて提供

されている。さらに毎週月曜日の朝７時に火山情報を地元住民に提供するラジオ番組が設定され

ている。 

コトパキシ州には州防災会議とは別に技術委員会が設置されている。この委員会は火山学者、

土木工学者、建築学者、医者、精神科医、牧師から構成されており、より技術的な助言を州防災会

議に行っている。 

ラタクンガ市は地球物理研究所によって作成されたハザードマップを尊重せずに都市開発がな

されたために、病院などの重要な施設が危険な地域に存在しており、都市計画の見直しが進めら

れている。また同市には緊急事態に対応する計画がなく、現在それを作成するためのワークショッ

プが開かれており、今年の末までにその計画が策定される予定である。 

３－５ 他国からの援助 

既存の短周期地震計の無線テレメータによるネットワークは、米国地質調査所（USGS）の支援を得て、

80 年代初頭から進められた。さらに地震データの取得、処理に関しても USGS から指導がなされた。 

トゥングラワとコトパキシ火山にそれぞれ 1 台設置されている広帯域地震計はドイツの BRG（国立地球

科学資源研究所）により機材が提供され、地球物理研究所との共同で設置された。なおこれらの広帯域

地震計は地球物理研究所に供与されたものではなく、いずれはドイツに戻されるものである。 
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第４章 プロジェクトの概要と評価 

４－１ プロジェクトの概要 

（１） 案件名：エクアドル火山監視能力強化プロジェクト 

 ※ 当初、事前評価実施以前は「エクアドル火山観測システム整備計画プロジェクト」としてい

たが、プロジェクト目標を適切に反映させた火山監視能力強化計画とすることすることで調

整する。 

（２） 協力概要 

1) 協力内容 

エクアドル国における火山監視能力の強化を目的に、同国において最も火山災害のリスクが

高いコトパキシ火山やトゥングラワ火山をプロジェクトサイトとし、エクアドルにおける火山監視の中

心的な役割を果たす国立理工科大学地球物理研究所の火山監視強化能力強化をはかり、防

災関係機関へ発信される火山活動レポートの質を高めひいては火山災害リスクの軽減を目指

す。 

2) 協力期間：   2004 年 4 月から 2007 年 3 月（3 年間） 

3) 協力総額：   188,250 千円 

4) 協力相手先機関：  国立理工科大学地球物理研究所 

5) 国内協力機関：  独立行政法人 防災科学技術研究所 

6) 裨益対象者:   コトパキシ山周辺の災害危険地域に住む、10 万人及びトゥングラワ

山周辺の災害危険地域に住む 2 万人の計 12 万人 

（３） 協力の必要性・位置付け  

1) 現状および問題点 

エクアドル国は、アンデス山脈の山麓に位置し（首都であるキトは標高 2,800m）、トゥングラワ火

山、コトパキシ火山をはじめ、現在も噴火を続ける活動的火山が多く存在する。こうした火山の麓

地域には多くの人々が生活しており、火山災害の軽減はこの国の重要な課題の一つである。 

同国における防災体制は、大統領の管轄下である国家安全保障会議に属する国家防災局を中

心に関係省庁や研究機関、地方自治体長等から構成される。活火山のモニタリングは、同じく大

統領の管轄下である国家教育審議会のもとに位置する国立理工科学大学の地球物理研究所に

より実施されている。モニタリングは主に短周期の地震計ネットワークを用いて進められ、このネッ

トワークで噴火の前兆的現象と密接に関連した地震波が観測され、その得られたデータをもとに

同研究所が火山活動レポートを作成し、防災局、自治体等の関係機関へ定期的に発信する体
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制が組まれている。そして各機関はこの情報をもとに住民避難等の災害軽減対策をとっている。 

しかしながら、現在設置されている地震計は短周期地震のみをとらえるものであるため、火山活

動の初期に見られるゆっくりとした振動（微動）を観測することができず、火山内部の活動状況を

十分に反映した火山活動レポートを作成することができない。このため現在発信されている火山

活動レポートは各機関がより適切な災害軽減対策を取れるよう改善が必要となっている。 

2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

「災害対応するための国家計画」において火山防災は優先課題の一つとして位置づけられ、地

球物理研究所は火山防災システムにおいて災害の危険度を科学的に判断する監視機関として

大統領令にて位置づけられている。 

3) 我が国援助政策、国別事業実施計画上の位置付け 

・ 99 年 2 月の政策協議により、防災は我が国のエクアドルに対する重点協力分野とするこ

とが確認された。 

・ 現在のところ同国に関する「国別実施計画」は策定されていないが、外務本省発出、在

エクアドル日本大使館あて「平成 16 年度技術協力・平成 17 年度無償資金協力新規案

件要望調査に係る国別留意事項」において、「防災」が援助重点分野の一つとしてあげ

られている。 

（４） 協力の枠組み 

1) 協力の目標 

上位目標 

エクアドルにおける火山災害軽減能力が向上する。 

指標１ コトパキシ火山及びトゥングラワ火山の火山活動に変化が発見された際、 
より適切な対応策が取られる。 

指標２ 早期警戒システムが改善される。 

指標３ 地球物理研究所による火山活動監視体制が一層強化される。 

指標４ 州開発計画に火山災害予防の概念が取り入れられる。 

 

プロジェクト目標 

コトパキシ火山及びトゥングラワ火山における火山監視能力が向上する。 

指標 地球物理学研究所が各防災関係機関に提供する火山活動レポートの質が向上

する。 

 

2) 活動およびその成果 

① 活動  1 観測機材を設置する。 
  2 観測機材を適正に維持する。 
  3 観測機材を適正に操作する。 

成果 コトパキシ火山及びトゥングラワ火山において長周期地震波データを含む火

山活動に関するデータ-がリアルタイムで取得できるよう地球物理研究所の
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能力が改善する。 

指標・目標値 長周期地震波データーが地球物理研究所においてリアルタイムで取得され

ている。 

 

② 活動  1 長周期地震波を含むデーター処理が可能なソフトを開発する。 
  2 データー処理ソフトを運用する訓練を行う。 
  3 処理されたデーターの集計、蓄積を行う。 

   成果 長周期地震波のデーターを含む火山活動データーが適正に処理、蓄積さ

れるよう地球物理研究所の能力が改善する。 

   指標・目標値 1 収集されたデーターが連続的に受け取られているかどうか系統的に監

視され、地震波の到来方向が決定される。 
2 連続データーが活用可能な形で蓄積され地震の波形データがデータベ

ース化される 

 

③ 活動  1 データ解析の訓練を行う。 
  2 データ解析に基づき火山活動の解釈する。 

   成果 地球物理研究所の噴火活動に関連する火山活動の解析能力が高まる。 

   指標・目標値  1 長周期地震波や関連事象の解析についてより高度な定量解析が可能な

研究員が 2 人育成される。2 人の指導の下長周期地震波の解析が可能とな

る研究員が２人育成される。 
2 その他の観測データーの解析能力が高まる。 

 

④ 活動  1 火山活動レポートの改善点を明らかにする。 
  2 火山活動レポートを改善する。 

   成果  解析結果が適切に火山活動レポートに反映される。 

   指標・目標値 長周期地震波を含む解析結果が火山活動レポートに記載されている。 

 

⑤  活動 1 火山活動レポートを受信する防災関係機関に対して理解促進を目的とし

た研修を行う。 
2 火山災害軽減の改善点を明らかにする。 

   成果 地球物理研究所が発信する火山情報が防災関係機関に理解され効率的

に利用される。 

    指標・目標値 長周期地震波の解析結果を含む火山活動レポートを防災関係機関が理解

している。 

 

2) 投入(インプット) 

①日本側 （総額 約 188,250 千円） 

   ・専門家派遣 

      短期：下記の分野を予定  

            地震観測、地震解析、火山防災 

   ・供与機材（総額 約 117,000 千円） 
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     長周期地震観測用機材、地震データ解析用機材、車両等 

   ・研修員受け入れ 

     年間 1～2 名程度 

   ・プロジェクト実施経費 

②エクアドル側 

   ・カウンターパート人件費 

   ・施設・土地手配等 

     広帯域地震計用設置点、テレメーター中継点、地球物理研究所の専門家スペース、供与

機材スペース 

   ・ローカルコスト 

 

3) 外部要因リスク（満たされるべき外部条件） 

①前提条件 

   （特になし） 

②成果（アウトプット）達成のための外部条件 

・火山活動により機材に甚大な被害が与えられない 

・研修を受けた所員が勤務を続ける 

③プロジェクト目標（アウトカム）達成のための外部条件 

  （特になし）  

④上位目標達成のための外部条件 

・地球物理研究所の火山監視体制における位置付けに変更がない 

４－２ 評価5項目による評価結果  

（１） 妥当性 

本案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・ 火山災害対策の必要性は、防災局が有する「災害対応のための国家計画」中に明記さ

れており、エクアドル政府の政策に合致したものである。また、火山災害に対する社会的

関心も高く、エクアドルの社会的ニーズにも合致している。 

・ 実施機関である地球物理学研究所は、2003 年発効の大統領令 3593 よりエクアドルに

おける火山災害のリスクと診断による監視の役割が規定された総合的な科学的判断が

可能な唯一の機関であり、火山災害軽減を目指すプロジェクトの実施機関として適切で

ある。 

・ 防災分野への協力は、1999 年 2 月の政策協議により我が国の協力重点４項目の一つと

して確認されており、我が国の援助政策と合致している。 

・ プロジェクトサイトとして要請が出されたコトパキシ火山、トゥングラワ火山は、エクアドル

において最も噴火のリスクが高い火山としてランクされていることに加え避難計画等基本

的な火山災害の軽減体制も存在することから、両火山をプロジェクトサイトとし、火山監

視能力の強化をはかることは火山災害の軽減につながることが期待される。 
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・ 火山災害の軽減に関しては、我が国に高い知見が蓄積されており、協力の妥当性は高

い。 

（２） 有効性 

本案件は以下の理由から有効性が見込まれる。 

・ 地球物理研究所は火山監視に関し 20 年の実績を有し十分な基礎能力を有している。

同研究所の既存の火山監視体制に広帯域地震計を導入し、その解析にかかる技術協

力を行うことは、火山噴火につながる様々な予兆のより詳細な把握を可能とし、エクアド

ルの火山監視能力の向上につながる。 

・ 同研究所が作成する火山活動レポートは、防災局、地方自治体、マスコミ等の防災関係

機関に送信されている。地球物理学研究所から発信される火山情報の質を向上させる

ことは、監視能力の向上につながりプロジェクト目標の設定は適切である。 

・ 外部条件にある「火山監視体制における地球物理研究所の位置づけに変化がない」は、

エクアドルにおいて本格的な科学的な火山観測を行っている機関が他にないことから満

たされる可能性が高い。 

（３） 効率性 

本案件は以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・ すでにエクアドルの火山監視体制に知見がある日本人専門家はすでに確保されている。

またエクアドル側にも、経験があるカウンターパートが確保されていることに加え、主要カ

ウンターパートは日本での研修経験がある等相互の事情に通じているため効率的な協

力が可能である。 

・ 火山活動の状況が異なる二つの火山を対象とすることで、異なる解析技術を同時期に

移転することを可能にする。 

・ 研究員については、主となる研究員の他に、副のカウンターパートを任命することで、効

率的に地球物理研究所にノウハウの定着が図ることができる。 

・ 本協力によって最大 12 万人の周辺住民に想定される火山災害のリスクが軽減される可

能性があり、投入の規模に比して見込まれる便益も大きい。 

（４） インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予測できる。 

・ すでにプロジェクトサイトであるコトパキシ火山とトゥングラワ火山地域において既存の火

山軽減体制があることから地球物理研究所を中心とした火山監視能力の向上により上

位目標である「火山災害リスク軽減」につながるインパクトがもたらされることが期待でき

る。 

・ 直接的な裨益人口は、コトパキシ火山が 10 万人、トゥングラワ火山が 2 万人と見込まれる。

また、間接的裨益効果としては、同地域にはダム、パンアメリカンハイウエイ等のインフラ

が集中しており、地球物理研究所から火山情報の提供能力が高まることで早期の警戒

体制が取ることが可能になりより広範な社会経済的な被害を軽減することが可能にな

る。 

（５） 自立発展性 

本案件の持続発展性は以下のように高いものと予測できる。 
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・ 地球物理研究所以外に火山観測を科学的な知見に基づき実施できる機関は他になく、

政策的な支援は協力終了後も強まることこそあれ弱まることはないものと予想できる。 

・ 今回のプロジェクト実施に際し、地球物理研究所の増員は必要ない。機材の据付、維持

に新規の予算が必要となるが、万一これが実現されない場合でも、既存予算の活用、地

方自治体からの協力取り付け等により、プロジェクトの運営に大きな支障がなくやりくりが

可能なもの予想できる。 

・ 最も時間がかかる研究員の育成には、主カウンターパート 2 人に加え、副カウンターパ

ートを 3 人配置することで、プロジェクト期間中の研修成果は組織にとどまる可能性が高

い。 

・ 今回導入される広帯域地震計の据付、デジタルテレメーターの維持、短周期地震計の

ネットワークの維持に関してはすでに地球物理研究所にて実績があり、専門家の指導を

受けることで技術的に十分対応が可能である。 

・ 他の火山への広帯域地震計の普及については、最も社会的な関心が高い火山にて広

帯域地震計の導入を図り同地震計の火山監視への有効性がエクアドル防災関係者間

で認識が高まれば、他の火山においても火山噴火のリスクが高まった際に、同様のシス

テム適用のための措置が取られることが期待できる。 

※ 当該プロジェクトの PDM は別添３のとおり。 
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第５章 機材計画 

５－１ 機材情報シート 

別添１６を参照 

５－２ 調達・施工 

５－２－１ 機材調達方針 

 本プロジェクトは、観測機材、通信機材の調達を行い、機材供与をおこなうことである。本プロジ

ェクトで扱う火山のうち、すでにひとつは噴煙を上げており、早急な対応が望まれている。 

（１） 事業実施主体 

本プロジェクトの機材供与対象は、エクアドル理工科大学に所属する地球物理研究所である。 

（２） 請負者（コントラクター） 

本プロジェクトの請負者は日本法人として認められた企業とする。 

（３） 第 3 国機材調達 

本プロジェクトで調達が計画されている地震・火山観測機材は特殊な機械であり、現地調達は

困難である。また広帯域地震計・ロガー等で仕様を満たす機材は日本で製造されていない機材

が多い。従って OECD 加盟国から調達することを考慮する。 

（４） 調達工程計画 

本プロジェクトでは観測所、無線中継局の土木工事はエクアドル側の区分となっており、機材

供与と工程をあわせるために、十分調整する。 

５－２－２ 機材調達・設置上の留意事項 

火山観測装置は特殊かつ精密な機材である。そのため熟練した技術者による機材運搬、据付が

必要である。また、無線機器は微弱電波で到達距離を稼ぐため、調整が難しく、そのための時間が

かかる。また、設置地点が観測点と中継局をあわせると数が多く、調整は必ず 2 点間で連絡を取り

ながら行う必要がある。そこで、無線中継点間と観測点－無線中継局間の調整には、それぞれの

地点に専門の技術者を派遣して設置・調整を行う。 
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５－２－３ 施工区分／調達・据付区分 

本プロジェクト実施にあたり、日本側機材供与とエクアドル側の施工区分を示す。 

・日本側機材供与にかかる施工区分 

 ａ．必要機材の調達 

 ｂ．エクアドル国内の港または空港までの機材の輸送 

 ｃ．精密機器の設置工事 

 ｄ．精密機器の調整工事 

・ エクアドル側の施工区分 

 ａ．供与機材の通関手続き 

 ｂ．供与機材の保管と設置地点までの輸送 

 ｃ．設置予定地の確保 

 ｄ．データ通信のための免許手続き 

 ｅ．機材の破損や紛失防止のための必要な措置 

５－２－４ 施工管理計画 

（１） 機器の設置、調整方法について、メーカーの技術者が現地技術者に技術移転を行う。 

（２） 計測装置、テレメータ装置、自立式ポール設置に関する工事に際して、メーカーの技

術者が立会い、現地の技術者に指導・助言を行う。 

５－２－５ 機材当調達計画 

（１） 機材調達計画 

火山観測機材は特殊機材が多く、仕様用件を満たす機材を日本国内で調達できないものが

多い。従って、日本を含む OECD 加盟国からの調達を考慮する。 

主要機材の第三国製品調達適合用件を表－１に示す。 

本プロジェクトにおける主な機材の調達先を表－２に示す。 

５－２－６ 機材輸送計画 

日本からエクアドル国への機材の輸送は、船便の場合、機材がグアヤキル港又はマンタ港に陸

揚げされ、輸入通関を受けた後に、陸送にてキト市内へ輸送される。航空便の場合、機材がキト空

港に到着し、輸入通関を受けた後にキト市内へ輸送される。機材輸送について、船便または航空

便を用いた場合、それぞれの機材輸送ルート、所要日数及び必要な手続きを以下に示す。 
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表－１ 第三国製品調達の適合用件内容表 

主要機材名 第三国製品調達の適合用件内容 

広帯域地震計 仕様を満足する日本製品が無い 

データロガー 仕様を満足する日本製品が無い 

コンピュータ機器 日本製品の場合、現地の保守体制に問題がある 

 

表－２ 機材調達先 

調達先 備考 機材名 

日本 現地 第三国  

広帯域地震計   ○ OECD 加盟国 

空振計 ○    

データロガー   ○ OECD 加盟国 

テレメートリーシステム ○    

コンピュータ及び関連機器   ○ OECD 加盟国 

ソーラーパネル ○    

バッテリー ○    

自立式ポール ○    

電源関連機器 ○    

車両  ○   

（１） 船積み許可の取得 

日本からエクアドルに対し、供与機材を無税扱いにするためには、この機材が商用目的では

なく、無償の機材供与であることを証明する必要がある。そのため、その証明を取得するために、

Donation Letter を駐日エクアドル領事館に提出し、領事館の認証を必要とする。JICA から提出

する場合は、外務省経由で、メーカーから提出する場合は商工会議所経由で依頼する必要があ

る。 領事館の認証が得られたら、地球物理研究所に送り、地球物理研究所がエクアドル税関企

業体地方管理局（CAE）に提出して、船積み許可を待つ。 

（２） 船積前検査から日本の港または空港への搬入等 

機材の船積前検査の実施・梱包・港または空港の保税倉庫への搬入に約 10 日間必要となり、

その後、港または空港において機材の輸出通関・コンテナ詰め・船会社または航空会社への引

渡し・船積み等に約 1 週間必要である。 
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（３） 輸送 

「（１）」の船積み許可が得られた段階で、機材を日本から送り出す。 

〈船便の場合〉 

日本の港（横浜港）からエクアドル国のグアヤキル港までの船便の所要日数は、第三国経由のト

ランジットを含め、約 25 日～40 日間必要となる。これは、エクアドル向け船便が 1 週間から 2 週

間に 1 回の頻度でしか、出ないためである。 

〈航空便の場合〉 

日本の空港（成田空港）からエクアドル国キト空港までの航空便の所要日数は、オランダのアム

ステルダム空港での機材のトランジットを含め約 4 日間必要となる。 

（４） 免税手続き 

国立理工科大学（地球物理研究所）が日本から送付された Donation Letter と船積書類を提

出し、エクアドル税関企業体地方管理局（CAE）へ免税許可の為の申請を行う。免税許可取得

に約 2 週間を要する。 

（５） 輸入通関 

船便の場合、機材を載せた船便のグアヤキル港到着と免税許可取得が同時期になる予定の

ため、船の到着後直ちに、上述の免税許可書を添えて機材の輸入通関申請を行う事となる。 

航空便の場合も、免税許可書を添えて機材の輸入通関申請を行う必要があるため、免税許可

取得後に輸入通関申請をする事となる。 

輸入通関申請から取得まで約 1～2 週間必要となる。 

（６） エクアドル国内の輸送 

輸入通関取得後、国立理工科大学（地球物理研究所）のあるキト市内まで陸送にて輸送する。

グアヤキル港からキト市内まで約５日間、キト空港からキト市内まで約 1～2 日必要である。 

以上より、機材の日本での船積前検査実施からキト市内到着までの輸送に要する日数は、船

便の場合は約 60～80 日間、航空便の場合は約 50～60 日間程度を見込む必要がある。 

輸送をスムースに実行するためには、機材の免税許可・輸入通関を取得するための書類の周到

な準備及び申請機関への働きかけ等が必要であり、エクアドル国側の荷受人である国立理工科

大学（地球物理研究所）の協力が必要不可欠である。 

５－２－７ 実施工程 

 本計画では、機材の調達と出荷前テストに 5 ヶ月、機材の輸送と通関に 3 ヶ月、機材の設置と

調整、動作確認に 3 ヶ月かかる。 
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